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○
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
七
号

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
五
条
第
一
項
（
同
法
附
則
第
六

条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
四
条
及
び
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日

厚
生
労
働
大
臣

川
崎

二
郎

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
再
就
職
援
助
の
措
置
」
を
「
再
就
職
援
助
措
置
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

法
第
十
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
は
、
法
第
九
条
第
二
項
の
継
続
雇
用
制
度
の
対
象
と
な
る
高
年
齢

者
に
係
る
基
準
を
定
め
た
場
合
に
お
け
る
当
該
基
準
に
該
当
し
な
か
つ
た
こ
と
に
よ
る
退
職
と
す
る
。
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第
六
条
の
二
第
三
項
中
「
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
理
由
」
を
「
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
解
雇
等
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
三
第
一
項
中
「
再
就
職
援
助
の
措
置
」
を
「
再
就
職
援
助
措
置
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
中
「
公
共
職
業
安
定
所
（
そ
の
公
共
職
業
安
定
所
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
組
織

規
則
第
七
百
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
務
を
取
り
扱
う
公
共
職
業
安
定
所
と
す
る
。
以
下
「
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
」

と
い
う
。
）
の
長
を
経
て
、
」
を
削
り
、
「
都
道
府
県
労
働
局
長
」
の
下
に
「
（
以
下
「
管
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
と
い
う

。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
」
を
「
管
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
五

項
中
「
、
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
を
経
て
」
を
削
り
、
「
都
道
府
県
労
働
局
長
」
を
「
管
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
に
改

め
る
。

第
二
十
四
条
の
五
第
一
項
中
「
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
」
を
「
管
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
の
長
」
を
「
管
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
に
改
め
、
「
都
道
府
県
労
働
局
長
を
経
て
」
を
削
る
。

第
二
十
四
条
の
六
中
「
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
（
以
下
「
管
轄
都
道
府
県
労
働
局

長
」
と
い
う
。
）
」
を
「
管
轄
都
道
府
県
労
働
局
長
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
」
を
「
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
（
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そ
の
公
共
職
業
安
定
所
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
第
七
百
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
務
を
取

り
扱
う
公
共
職
業
安
定
所
と
す
る
。
以
下
「
管
轄
公
共
職
業
安
定
所
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
、
第
二
号
及
び
第
六
号
」
を
「
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
七
号
」
に
改
め
、
同
項
中
第
六
号
を
第

七
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

法
第
十
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限

第
三
十
四
条
第
二
項
中
「
、
第
二
号
及
び
第
六
号
」
を
「
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
七
号
」
に
、
「
及
び
第
二
号
」
を
「
か

ら
第
三
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

６

法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一

定
年

二

解
雇
（
自
己
の
責
め
に
帰
す
べ
き
理
由
に
よ
る
も
の
及
び
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
の
た
め
に
事
業
の
継
続
が

不
可
能
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
そ
の
他
事
業
主
の
都
合
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三

継
続
雇
用
制
度
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
制
度
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
退
職

７

法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
は
、
法
第

九
条
第
二
項
又
は
附
則
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
継
続

雇
用
制
度
の
対
象
と
な
る
高
年
齢
者
に
係
る
基
準
を
定
め
た
場
合
に
お
け
る
当
該
基
準
に
該
当
し
な
か
つ
た
こ
と
に
よ
る
退

職
と
す
る
。

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第２号 

高年齢者雇用状況報告書 

  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第33条第１項の規定により、平成  年６月１日現在の状況を下記のとおり報告します。 

  厚生労働大臣 殿                                      平成  年  月  日 

  
①(フリガナ) 
名称（法人の場合）
又は 
氏名（個人事業の場
合） 

 

 

②(フリガナ) 

代表者氏名 

(法人の場合)

記名又は署名 

事

業

主 

③住所        
  法人にあっては主た
  る事業所の所在地  

〒(   ―     )  
 
                                   
 
 

電話番号        (         ) 
ＦＡＸ番号    (     ) 

④産業分類番号   
⑥労 働 組 合 の

有 無 
□イ あり   □ロ なし 事

業
の
種
類 

具体的内容 

⑤
企
業
規
模 

□イ  ～  30人 □ホ  301～ 500人 
□ロ 31～  50人 □ヘ  501～1,000人 
□ハ 51～ 100人 □ト 1,001～5,000人 
□ニ 101～ 300人 □チ 5,001人～ 

⑦雇用保険適用
事 業 所 番 号

    -       -  

⑧定年 
□イ 定年なし 
□ロ 定年あり  →□(イ) 一律定年→年齢   歳 
         →□(ロ) 職種別定年→定年により離職することとなる最低年齢   歳 
         →□(ハ) 選択定年→選択可能な最高年齢  歳 

定
年
に
関
す
る
制
度
の
状
況 

⑨定年の改定予定等 
□イ 改定予定あり(平成   年   月より   歳) 
□ロ 廃止予定あり(平成   年   月に廃止) 
□ハ 改定又は廃止を検討中(□(イ) 社内検討中 □(ロ) 労使協議中) 
□ニ 改定・廃止予定なし 

⑩継 続 雇 用 制 度 
 

□イ 就業規則等で継続雇用制度を定めている 
→ａ継続雇用先 (□(イ)  自社 □(ロ) 子会社等 □(ハ) 自社及び子会社等) 

 →ｂ対象 
   →□(イ) 希望者全員を対象(   歳まで雇用。 

更に基準に該当する者を  歳まで雇用。基準の根拠（□(a)労使協定 □(b)就業規則等）） 
   →□(ロ) 基準に該当する者を対象(   歳まで雇用。基準の根拠（□(a)労使協定 □(b)就業規則等） 
□ロ 制度として導入していない（運用により継続雇用を行う場合を含む） 

継
続
雇
用
制
度
の
状
況 ⑪継続雇用制度の導

入・改定予定 

□イ 導入・改定予定あり 
→ａ平成   年   月より 

  →ｂ継続雇用先 (□(イ)  自社 □(ロ) 子会社等 □(ハ) 自社及び子会社等） 
  →ｃ対象 
   →□(イ)希望者全員を対象(   歳まで雇用。 

更に基準に該当する者を  歳まで雇用。基準の根拠（□(a)労使協定 □(b)就業規則等）) 
   →□(ロ)基準に該当する者を対象(   歳まで雇用。基準の根拠（□(a)労使協定 □(b)就業規則等）) 
□ロ 基準の根拠を就業規則等から労使協定に改定（平成   年   月より）  
□ハ 導入・改定を検討中(□(イ) 社内検討中 □(ロ) 労使協議中) 
□ニ 導入・改定予定なし 

⑫定年年齢や継続雇用制度
の対象年齢を65歳まで引
上げるに当たっての課題 

（複数回答可） 

□イ 職務内容の見直しが必要          □ホ 賃金・退職金制度の見直しが必要 
□ロ 作業環境の見直しが必要          □へ 教育研修面での見直しが必要 
□ハ 勤務時間・勤務形態の見直しが必要     □ト 制度の導入にあたってのノウハウがない 
□ニ 処遇等人事管理面の見直しが必要      □チ その他(                    )

総 数 ～44歳 45～54歳 55～59歳 60～64歳 65歳～ 
⑬常用労
働者数 

人 人 人 人 人 人

⑭過去１年間の離職者の状況 定年、継続雇用の終了又は解雇等による45歳以上65歳未満の離職者数   人  
うち求職活動支援書を作成した対象者数  人(うち解雇等による45歳以上65歳未満の離職者数  人) 

  
(a)定年到達予

定者の総数 
((b)＋(c)＋

（d）) 

(b) 定年による離
職予定者数（継続
雇用を希望しな
い者） 

(c)継続雇用予定
者数 

(d)継続雇用を希
望したが基準
に該当しない
ことによる離
職予定者数 

(e)継続雇用の終了による離
職予定者数 

⑮今後１年間の定年到達者
等の見込み 

人 人 人 人 人

高 年 齢 者 
雇用推進者 

役職 氏名 記入担当者 所属部課 氏名 
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附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


